
◎
国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
及
び
国
土
調

査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
一
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
二
年
三
月
二
三
日
・
衆
議
院
国
土
交
通
委

員
会

）

○
前
原
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
国
土
調
査
促
進
特
別

措
置
法
及
び
国
土
調
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理
由
に
つ

き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

国
土
調
査
は
、
国
土
の
開
発
及
び
保
全
並
び
に
そ
の
利
用
の
高
度
化
に

資
す
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
地
籍
の
明
確
化
を
図
る
た
め
、
国
土
の
実

態
を
科
学
的
か
つ
総
合
的
に
調
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
、
不
動
産
登
記
行
政
の
基
礎
的
資
料
と
し
て
活

用
さ
れ
る
ほ
か
、
ま
ち
づ
く
り
や
災
害
復
旧
な
ど
の
基
礎
と
な
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
国
土
調
査
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
計
画
的
実
施
を

促
進
す
る
た
め
、
政
府
は
、
国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
平
成

十
二
年
度
を
初
年
度
と
す
る
十
カ
年
計
画
を
策
定
し
て
事
業
を
進
め
て
ま

い
り
ま
し
た
。

こ
の
計
画
は
、
平
成
二
十
一
年
度
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
な
お
、
今
後
と
も
国
土
調
査
の
計
画
的
実
施
を
促
進
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
さ
ら
に
、
新
た
な
十
カ
年
計
画
を
策
定
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
こ
の
た
び
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
こ
と
と

し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
平
成
二
十
一
年
度
末
に
そ
の
期
限
を
迎
え
る
現
行
の
国
土
調

査
事
業
十
カ
年
計
画
に
引
き
続
き
、
内
閣
に
お
い
て
平
成
二
十
二
年
度
を

初
年
度
と
す
る
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
国
土
調
査
事
業
十
カ
年
計
画
の
対
象
と
な
る
国
土
調
査
事
業

と
し
て
国
の
機
関
ま
た
は
都
道
府
県
が
実
施
す
る
基
本
調
査
に
、
地
籍
調

査
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
行
う
土
地
及
び
水
面
の
測
量
を
追
加
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
都
道
府
県
ま
た
は
市
町
村
が
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
法
人

に
、
国
土
調
査
に
係
る
調
査
、
測
量
等
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
理
由
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
法
律
案
が
速
や
か
に
成
立
い
た
し
ま
す
よ
う
、
御
審
議
を
よ
ろ
し

国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
及
び
国
土
調
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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一



く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
三
〇
日
）

○
川
内
博
史
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
国
土
調
査
を
一
層
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
平
成
二
十
二
年
度
を
初
年
度
と
す
る
国

土
調
査
事
業
十
カ
年
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
、

第
二
に
、
同
計
画
の
対
象
と
な
る
国
土
調
査
事
業
と
し
て
国
の
機
関
ま

た
は
都
道
府
県
が
実
施
す
る
基
本
調
査
を
拡
大
す
る
こ
と
、

第
三
に
、
都
道
府
県
ま
た
は
市
町
村
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
法
人

に
国
土
調
査
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

な
ど
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
十
九
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
二
十
三
日
前
原

国
土
交
通
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
二
十
六
日
質
疑
を
行

い
、
質
疑
終
了
後
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
二
六
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の

運
用
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

新
た
に
策
定
す
る
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
国
民
に

と
っ
て
分
か
り
や
す
い
指
標
を
示
す
と
と
も
に
、
毎
年
度
の
進
捗
状
況

の
公
表
や
中
間
年
で
の
計
画
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

二

国
の
行
う
基
本
調
査
と
市
町
村
が
行
う
地
籍
調
査
と
の
効
果
的
な
連

携
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
立
ち
遅
れ
て
い
る
都
市
部
及
び
山
村
部
に

お
け
る
地
籍
調
査
事
業
の
一
層
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
。

三

国
と
地
方
の
管
理
を
問
わ
ず
、
官
民
境
界
確
定
に
関
し
て
は
、
地
理

空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
に
お
け
る
基
盤
地
図
情
報
の
整
備
に
つ
い

て
の
国
の
役
割
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
。

四

地
籍
調
査
の
推
進
の
た
め
民
間
委
託
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
こ

と
。
ま
た
、
民
間
委
託
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
委
託
先
が
選
定
さ
れ

る
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
制
度
の
悪
用
を
防
止
す
る
よ
う
努
め
る

こ
と
。

五

不
動
産
登
記
、
固
定
資
産
税
、
林
政
、
公
共
事
業
等
の
関
係
部
局
と

の
緊
密
か
つ
適
切
な
連
携
に
よ
り
、
国
土
調
査
の
推
進
を
図
る
こ
と
。

六

国
土
調
査
事
業
に
係
る
所
要
の
予
算
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
及
び
国
土
調
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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七

国
民
の
一
層
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
国
土
調
査
の
必
要
性
に
つ
い

て
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
通
じ
て
広
く
周
知
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
）

○
椎
名
一
保
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
及
び
国
土
調
査
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
は
、
地
籍
調
査
な
ど
国
土
調
査
法
で
定
義
す
る
国
土
調
査
を

一
層
促
進
す
る
た
め
、
平
成
二
十
一
年
度
で
終
了
す
る
国
土
調
査
促
進
特

別
措
置
法
に
基
づ
く
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
を
新
た
に
二
十
二
年
度

を
初
年
度
と
し
て
策
定
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
一
定

の
要
件
を
満
た
す
法
人
に
国
土
調
査
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
の
進
捗
状
況

及
び
そ
の
在
り
方
、
国
土
調
査
業
務
の
民
間
委
託
の
在
り
方
、
地
籍
調
査

の
進
捗
状
況
及
び
そ
の
促
進
対
策
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
及
び
国
土
調
査
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
新
た
に
策
定
す
る
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
実
効

性
あ
る
具
体
的
な
指
標
を
示
す
と
と
も
に
、
毎
年
度
の
進
捗
状
況
の
公

表
や
中
間
年
で
の
計
画
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

ま
た
、
国
土
調
査
事
業
に
係
る
所
要
の
予
算
の
確
保
に
努
め
る
こ

と
。

二
、
国
と
地
方
の
管
理
を
問
わ
ず
、
官
民
境
界
確
定
に
関
し
て
は
、
地
理

空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
に
お
け
る
基
盤
地
図
情
報
の
整
備
に
つ
い

て
の
国
の
役
割
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
。

三
、
地
籍
調
査
の
推
進
の
た
め
民
間
委
託
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
こ

と
。
ま
た
、
民
間
委
託
に
当
た
っ
て
は
、
公
正
・
透
明
な
制
度
運
用
に

十
分
留
意
す
る
と
と
も
に
、
制
度
の
悪
用
を
防
止
す
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。

四
、
不
動
産
登
記
の
ほ
か
、
固
定
資
産
税
、
林
政
、
公
共
事
業
等
の
関
係

部
局
と
の
緊
密
か
つ
適
切
な
連
携
に
よ
り
、
国
土
調
査
の
一
層
の
推
進

国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
及
び
国
土
調
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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を
図
る
こ
と
。

五
、
国
民
の
国
土
調
査
へ
の
理
解
と
協
力
を
一
層
得
ら
れ
る
よ
う
、
よ
り

効
果
的
な
周
知
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
及
び
国
土
調
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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